
 2 

第 ５ 号 

   熊本県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和４年６月３日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

   熊本県手数料条例の一部を改正する条例 

熊本県手数料条例（平成１２年熊本県条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第１１９号中「第５条第１項若しくは第２項」を「第５条第１項」に、「

第１６条の２第１項若しくは第２項」を「第１６条第１項」に改め、同項第１２０号中「

第５条第３項」を「第５条第２項」に改め、同項第１２１号中「第５条第６項」を「第５

条第５項」に改め、同項第１２１号の３中「又は第４項」を削り、同項第１２１号の４か

ら第１２１号の９までを削り、同項第２１１号中「第８５条第５項の」を「第８５条第６

項の」に、「仮設興行場等建築許可申請手数料（建築基準法第８５条第５項）」を「仮設

興行場等建築許可申請手数料（建築基準法第８５条第６項）」に改め、同項第２１１号の

２中「第８５条第６項の」を「第８５条第７項の」に、「仮設興行場等建築許可申請手数

料（建築基準法第８５条第６項）」を「仮設興行場等建築許可申請手数料（建築基準法第

８５条第７項）」に改め、同項第２１６号の６中「第８７条の３第５項」を「第８７条の

３第６項」に改め、同項第２１６号の７中「第８７条の３第６項」を「第８７条の３第７

項」に改め、同項第４１５号中「第９１条の規定に基づく」を「第９１条又は第９１条の

２第２項の規定により」に、「者で、 」を「者が」に改め、同項第６２３号の１４の６

の次に次の 1 号を加える。 

(623)の１４の７ マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７

８号）第１０５条第１項の規定に基づくマンションの容積率に関する特例の許可の申

請に対する審査 

マンションの容積率の特例許可申請手数料 １６０，０００円 

第２条第１項第６２４号の４中「、別表第２６及び別表第２６の４」を「及び別表第２

６から別表第２６の４まで」に改め、同項中第６２４号の８を第６２４号の１０とし、第

６２４号の７を第６２４号の９とし、第６２４号の６を第６２４号の８とし、同項第６２

４号の５中「別表第２６の４」を「別表第２６の３」に改め、同号を同項第６２４号の６

とし、同号の次に次の１号を加える。 

(624)の７ 長期優良住宅促進法第８条第１項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計

画の変更の認定の申請に対する審査 

長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 別表第２６の４に掲げる区分に応

じた額 
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第２条第１項第６２４号の４の次に次の１号を加える。 

(624)の５ 長期優良住宅促進法第５条第６項又は第７項の規定に基づく長期優良住宅

維持保全計画の認定の申請に対する審査 

  長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 別表第２６の２に掲げる区分に応じた

   額 

 第２条第１項第６２５号ア中「、別表第２６及び別表第２６の４」を「及び別表第２６

から別表第２６の４まで」に改める。 

別表第２６の２を次のように改める。 

別表第２６の２（第２条第１項第６２４号の５関係） 

                                 金額 

確認書又は建設

住宅性能評価書

が添付された場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一戸建ての住宅 

区分所有住宅  総住戸数が１戸から５

戸までのもの 

総住戸数が６戸から１

０戸までのもの 

総住戸数が１１戸から

２５戸までのもの 

総住戸数が２６戸から 

５０戸までのもの 

総住戸数が５１戸から

１００戸までのもの 

総住戸数が１０１戸か

ら２００戸までのもの 

総住戸数が２０１戸か

ら３００戸までのもの 

総住戸数が３０１戸以

上のもの 

区分所有住宅以 総住戸数が１戸から５

外の共同住宅等 戸までのもの 

      総住戸数が６戸から１

０戸までのもの 

総住戸数が１１戸から

２５戸までのもの 

 

２２，０００円 

   ３９，０００円 

 

   ６３，０００円 

 

１０５，０００円 

 

１６７，０００円 

 

  ２５５，０００円 

 

  ４３２，０００円 

 

  ５４７，０００円 

 

６２１，０００円 

 

３９，０００円を申請

住戸数で除して得た額 

６３，０００円を申請

住戸数で除して得た額 

１０５，０００円を申

請住戸数で除して得た

額 

区分 
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確認書及び建設

住宅性能評価書

のいずれも添付

されない場合 

総住戸数が２６戸から

５０戸までのもの 

 

総住戸数が５１戸から

１００戸までのもの 

 

総住戸数が１０１戸か

ら２００戸までのもの 

 

総住戸数が２０１戸か

ら３００戸までのもの 

 

総住戸数が３０１戸以

上のもの 

 

一戸建ての住宅 

区分所有住宅  総住戸数が１戸から５

戸までのもの 

総住戸数が６戸から１

０戸までのもの 

総住戸数が１１戸から

２５戸までのもの 

総住戸数が２６戸から

５０戸までのもの 

総住戸数が５１戸から

１００戸までのもの 

総住戸数が１０１戸か

ら２００戸までのもの 

総住戸数が２０１戸か

ら３００戸までのもの 

総住戸数が３０１戸以

上のもの 

区分所有住宅以 総住戸数が１戸から５ 

外の共同住宅等 戸までのもの 

１６７，０００円を申

請住戸数で除して得た

額 

２５５，０００円を申

請住戸数で除して得た

額 

４３２，０００円を申

請住戸数で除して得た

額 

５４７，０００円を申

請住戸数で除して得た

額 

６２１，０００円を申

請住戸数で除して得た

額 

７１，０００円 

１８７，０００円 

 

２９９，０００円 

 

５９３，０００円 

 

１，０６２，０００円 

 

１，８２５，０００円 

 

３，３７７，０００円 

 

４，８２６，０００円 

 

５，９１８，０００円 

 

１８７，０００円を申

請住戸数で除して得た
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備考 

１ 確認書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第３項に規定する

確認書（当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載されたものに限

る。）をいう。 

２ 建設住宅性能評価書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項に

規定する住宅性能評価書（建設された住宅に係るもので、当該住宅の構造及び設備

が長期使用構造等である旨が記載されたものに限る。）をいう。 

３ 区分所有住宅とは、長期優良住宅促進法第５条第１項に規定する区分所有住宅を

いう。 

４ 申請住戸数で除して得た額に、５０円未満の端数があるときはこれを切り捨て、

５０円以上１００円未満の端数があるときはこれを１００円に切り上げる。 

別表第２６の３を削る。 

 

総住戸数が６戸から１

０戸までのもの 

 

総住戸数が１１戸から

２５戸までのもの 

 

総住戸数が２６戸から

５０戸までのもの 

 

総住戸数が５１戸から

１００戸までのもの 

 

総住戸数が１０１戸から

２００戸までのもの 

 

総住戸数が２０１戸から

３００戸までのもの 

 

総住戸数が３０１戸以

上のもの 

額 

２９９，０００円を申

請住戸数で除して得た

額 

５９３，０００円を申

請住戸数で除して得た

額 

１，０６２，０００円

を申請住戸数で除して

得た額 

１，８２５，０００円

を申請住戸数で除して

得た額 

３，３７７，０００円

を申請住戸数で除して

得た額 

４，８２６，０００円

を申請住戸数で除して

得た額 

５，９１８，０００円

を申請住戸数で除して

得た額 
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別表第２６の４中「第２条第１項第６２４号の５」を「第２条第１項第６２４号の６」

に改め、同表を別表第２６の３とし、同表の次に次の１表を加える。 

別表第２６の４（第２条第１項第６２４号の７関係） 

                                 金額 

確認書又は建設

住宅性能評価書

が添付された場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一戸建ての住宅 

区分所有住宅  総住戸数が１戸から５

戸までのもの 

総住戸数が６戸から１

０戸までのもの 

総住戸数が１１戸から

２５戸までのもの 

総住戸数が２６戸から

５０戸までのもの 

総住戸数が５１戸から

１００戸までのもの 

総住戸数が１０１戸か

ら２００戸までのもの 

総住戸数が２０１戸か

ら３００戸までのもの 

総住戸数が３０１戸以

上のもの 

区分所有住宅以 総住戸数が１戸から５ 

外の共同住宅等 戸までのもの 

総住戸数が６戸から１

０戸までのもの 

総住戸数が１１戸から

２５戸までのもの 

総住戸数が２６戸から

５０戸までのもの 

総住戸数が５１戸から

１００戸までのもの 

 

総住戸数が１０１戸か

ら２００戸までのもの 

１１，０００円 

１９，５００円 

 

３１，５００円 

 

５２，５００円 

 

８３，５００円 

 

１２７，５００円 

 

２１６，０００円 

 

２７３，５００円 

 

３１０，５００円 

 

１９，５００円を申請

住戸数で除して得た額 

３１，５００円を申請

住戸数で除して得た額 

５２，５００円を申請

住戸数で除して得た額 

８３，５００円を申請

住戸数で除して得た額 

１２７，５００円を申

請住戸数で除して得た

額 

２１６，０００円を申

請住戸数で除して得た

区分 
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確認書及び建設

住宅性能評価書

のいずれも添付

されない場合 

 

総住戸数が２０１戸か

ら３００戸までのもの 

 

総住戸数が３０１戸以

上のもの 

 

一戸建ての住宅 

区分所有住宅  総住戸数が１戸から５

戸までのもの 

総住戸数が６戸から１

０戸までのもの 

総住戸数が１１戸から

２５戸までのもの 

総住戸数が２６戸から

５０戸までのもの 

総住戸数が５１戸から

１００戸までのもの 

総住戸数が１０１戸か

ら２００戸までのもの 

総住戸数が２０１戸か

ら３００戸までのもの 

総住戸数が３０１戸以

上のもの 

区分所有住宅以 総住戸数が１戸から５ 

外の共同住宅等 戸までのもの 

総住戸数が６戸から１

０戸までのもの 

 

総住戸数が１１戸から

２５戸までのもの 

 

総住戸数が２６戸から 

５０戸までのもの 

額 

２７３，５００円を申

請住戸数で除して得た

額 

３１０，５００円を申

請住戸数で除して得た

額 

３５，５００円 

９３，５００円 

 

１４９，５００円 

 

２９６，５００円 

 

５３１，０００円 

 

９１２，５００円 

 

１，６８８，５００円 

 

２，４１３，０００円 

 

２，９５９，０００円 

 

９３，５００円を申請

住戸数で除して得た額 

１４９，５００円を申

請住戸数で除して得た

額 

２９６，５００円を申

請住戸数で除して得た

額 

５３１，０００円を申

請住戸数で除して得た
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備考 

１ 確認書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第３項に規定する

確認書（当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載されたものに限

る。）をいう。 

２ 建設住宅性能評価書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項に

規定する住宅性能評価書（建設された住宅に係るもので、当該住宅の構造及び設備

が長期使用構造等である旨が記載されたものに限る。）をいう。 

３ 区分所有住宅とは、長期優良住宅促進法第５条第１項に規定する区分所有住宅を

いう。 

４ 申請住戸数で除して得た額に、５０円未満の端数があるときはこれを切り捨て、

５０円以上１００円未満の端数があるときはこれを１００円に切り上げる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第２条第１項第２１１号、第２１１号の２、第２１６号の６、第２１６号の７及

び第４１５号の改正規定、同項第６２３号の１４の６の次に１号を加える改正規定並

びに附則第４項（熊本県収入証紙条例（昭和３９年熊本県条例第２４号）別表第１手

数料の項第２０２号及び第２０２号の２の改正規定並びに同項第５６４号の１３の６

の次に１号を加える改正規定に限る。）の規定 公布の日 

(2) 第２条第１項第１１９号から第１２１号まで及び第１２１号の３の改正規定、同

項第１２１号の４から第１２１号の９までを削る改正規定並びに次項、附則第３項及

 

総住戸数が５１戸から 

１００戸までのもの 

 

総住戸数が１０１戸か

ら２００戸までのもの 

 

総住戸数が２０１戸か

ら３００戸までのもの 

 

総住戸数が３０１戸以

上のもの 

額 

９１２，５００円を申

請住戸数で除して得た

額 

１，６８８，５００円

を申請住戸数で除して

得た額 

２，４１３，０００円

を申請住戸数で除して

得た額 

２，９５９，０００円

を申請住戸数で除して

得た額 
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び第４項（熊本県収入証紙条例別表第１手数料の項第１１６号の４から第１１６号の

９までを削る改正規定に限る。）の規定 令和４年７月１日 

(3) 前２号に掲げる規定以外の規定 令和４年１０月１日 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現にされている申請等に対する改正前の熊本県手数料条例第２条

第１項に掲げる事務に係る手数料については、なお従前の例による。 

３ この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定

める。 

 （熊本県収入証紙条例の一部改正） 

４ 熊本県収入証紙条例の一部を次のように改正する。 

  別表第１手数料の項第１１６号の４から第１１６号の９までを削る。 

別表第１手数料の項第２０２号及び第２０２号の２を次のように改める。 

202 仮設興行場等建築許可申請手数料（建築基準法第８５条第６項） 

202 の 2 仮設興行場等建築許可申請手数料（建築基準法第８５条第７項） 

別表第１手数料の項第５６４号の１３の６の次に次の１号を加える。 

  564 の 13 の７ マンションの容積率の特例許可申請手数料 

  別表第１手数料の項第５６４号の３３の次に次の１号を加える。 

  564 の 33 の２ 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 

別表第１手数料の項第５６４号の３４の次に次の１号を加える。 

564 の 34 の２ 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 

（提案理由） 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）の一部改正等

に伴い、手数料の規定を整備する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


